
■ 相談者（債務者）の状況 ■

111

多重債務相談件数は509件となり、前年度（581

件）から72件（12.4％）減少した。

相談者の年齢別では50代が24.6％と最も多く、

30代から60代までの現役世代が全体の約7割を

占めている。

多重債務に至った理由は、「商品・サービスの購入」

が407件、「低収入・収入の減少」が342件で突出

しており、生活維持に係る支出や収入不足が主な

要因となっているものと考えられる。

相談件数は減少したものの、多重債務問題は依然

として幅広い世代で発生しており、継続した相談対

応と啓発が必要である。

【借入残高】

【借入のきっかけ（重複回答あり）】

【年齢構成】

■ 新規受付件数の推移 ■



■ 相談対応等の状況 ■

【相談窓口の把握方法（相談のきっかけ）】

【相談対応結果（重複回答あり）】

コンビニエンスストア（ファミリーマート

様）のほか、金融機関や市区町村の消費
生活センター、社会福祉協議会、総合病
院、ハローワークなどにご協力いただき、
東海財務局の多重債務相談窓口に係る
カードやリーフレットを設置しています。

これらをきっかけにして、多重債務相
談窓口にご相談いただくことも多く、多
重債務問題の解決に大きく貢献いただ
いております。



■ 東海財務局の多重債務相談窓口について■

東海財務局では、2008年度から多重債務相談窓口を設置し、借金でお困りの方々からの相談を

受け付けています。

専門の相談員が債務の
状況を把握・整理

債務者のご意向や状況
の基づき、債務整理の
方法などについてアド

バイス

ご相談内容に応じて、弁護
士等の法律の専門家や信頼
できる機関をご紹介

（ご希望により家計管理支援も行います。）

STEP1 STEP2 STEP3
■ ご相談の流れ ■

（金融庁・消費者庁『多重債務者相談の手引き』より加筆修正のうえ抜粋）

■債務整理の方法 ■

裁判所の手続きを通して、借金をゼロにする方法。最低限の生活資財を除き、住宅等の財産は失うこと

となります。過去7年以内に自己破産をした等の理由がある場合には、借金をゼロにしてもらえません。

■ 任 意 整 理 ： 裁判所を通さずに、相談者・法律専門家（弁護士等）と債権者（金融機関等）の間の交渉により、債務を整

理する方法。債権者と合意しない限り、債務は整理されません。

裁判所が相談者と債権者の間に入り、債務整理を調整・仲介する方法。法律専門家に依頼することは必

須ではありません。債権者と合意しない限り、債務は整理されません。

■ 自 己 破 産 ：

■ 特 定 調 停 ：

裁判所の関与の下で再生計画を立て、計画に沿って借金を返済する方法。再生計画では、実現可能な返

済スケジュールと借金の一部カットが計画されます。利用者は、定期的な収入がある者等に限られます。

■ 個人版民事再生：



■ 多重債務相談窓口 ■

電 話： 052-951-1764
受付時間： 月曜日から金曜日（除く祝日）

9時から12時及び13時から17時

相談は無料、秘密は厳守いたします。

個人、事業者を問わず、どなたでも

ご相談いただけます。

専門の相談員が、債務の内容と現状、

これまでの経緯などを丁寧にお聞

きし、現状を把握した後、ご本人や

ご家族の希望を踏まえて、債務整理

の方法などの情報提供や、必要に応

じて、弁護士、司法書士などの法律

の専門家をご紹介いたします。

ご希望に応じて、債務整理後の生活

再建のための家計管理を支援しま

す。

東海財務局では、借金でお困りの方々からの相談を
受け付けています。


